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2015 年 10 月 21 日

福岡高裁による諫早湾「開門」和解協議勧告を歓迎し

農水省および長崎県に速やかな協議の開始を求める環境団体声明

有明海漁民・市民ネットワーク

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン

公益財団法人日本野鳥の会

公益財団法人日本自然保護協会

特定非営利活動法人ラムサール・ネットワーク日本

１．声明の趣旨

2015 年 10 月 5 日、福岡高裁は、諫早湾干拓事業の「開門」確定判決の間接強制に関わる

請求異議訴訟において、当事者である国（農水省）と漁業者の双方に対し、和解のための協

議の場につくことを勧告した（→資料１）。漁業者側は、従来から一貫してそのような協議を

求めており、今回の勧告は、福岡高裁が、農水省に対して協議に応じることを強く求めたも

のである。

私たち、有明海漁民・市民ネットワークおよび環境ＮＧＯ4 団体は、この勧告を心から歓

迎するとともに、ここで提起された協議の場において、諫早湾干拓事業をめぐり、不本意な

対立の構図におかれてきた漁業者、農業者などの利害関係者が一堂に会し、率直かつ真剣に

話し合うことを通じて、農業・漁業・防災の共存を目指す本当の意味での有明海沿岸地域の

「再生」に向けた第一歩が踏み出されることを強く期待する。

２．司法の統一的な要請は、話し合いによる解決である

今回の勧告の中で、福岡高裁は、「法治国家である我が国において、本件確定判決で定めら

れた（開門の）義務が履行されていない状態が続く現状は看過することができない」として

開門義務を履行しない農水省を批判している。その上で、「開門」をめぐって、対立する複数

の司法判断が示され、「開門」しない場合も「開門」した場合も、国が制裁金を支払うという

状況が「一般国民には到底理解し難い事態」であり、「双方の対話が途絶えた現状を打開し、

柔軟かつ創造性の高い解決策を模索するためにも、まずは協議の場を設定することが欠かせ

ない」と指摘した。その際、「当事者双方（農水省と漁業者）はもちろんのこと、必要に応じ

利害関係のある者の参加も視野に入れて、協議の場を設定することが肝要」だとも述べてい

る。これは理性的かつ合理的な問題解決への提案である。

裁判所側が、「開門」賛成・反対の両当事者による協議を促したのは、実は今回が初めてで

はない。2015 年 1 月の最高裁による間接強制許可抗告決定においても、「全体的に紛争を解決

するための十分な努力が期待される」と明記され、農水省に対して、問題解決のための話し合い

等の努力を強く求めたものとなっていた。

ところが実際の農水省の姿勢は、「相対する司法判断の板ばさみ」、「最高裁の統一的な判断

を求める」の一点張りで、再三にわたり裁判所から打診された、当事者同士の協議等には、

一貫して、極めて消極的であった。

2015 年 9 月 7 日の小長井大浦訴訟控訴審の福岡高裁判決（→資料６）の「付言」（→資料７）

では、今回の和解協議勧告と同様に、開門に反対する農業者を含めて「協議のテーブルに付くよ

うに勧告してきた」と経緯を明記し、国側が「そのテーブルに付くことはできないと主張し続け、

その結果、和解協議が一向に進まなかった」ことが「遺憾」だったと述べている。

今回、このようなかたちで裁判所が文書で勧告したことは極めて異例のことであり、農水

省は、話し合いによる解決を目指して協議の場を設けることこそが司法からの統一的な要請

だという福岡高裁のメッセージを真摯に受け止めなければならない。

３．国（農水省）は、裁判所の貴重な勧告に背を向けるな

しかし、農水省は、10 月 5 日に行われた漁業者側との意見交換会で、「開門に反対する立場

の人が含まれる協議でなければ包括的な問題解決は困難」と述べ、相変わらず和解協議に消極的
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な姿勢を示した。これはまさに、農水省こそが、問題の解決に背を向けていることの証拠で

あり、私たちは強く抗議するとともに、「開門」に反対する人々が協議の場に加わることを促す

ためにも、農水省が率先して協議のテーブルに着くことを求める。

福岡高裁は、10 月 26 日の次回期日において、あらためて農水省側に対して、和解協議に

応じるように求める姿勢を示している。私たちは、農水省に対し、福岡高裁勧告の意図する

ところを真摯に受け止め、10 月 26 日の期日には、和解協議の実現に向け、積極的な姿勢を

示すよう、重ねて求めるものである。

４．長崎県は、「開門」賛成・反対、双方の県民の立場を尊重せよ

他方で、「開門」をめぐる漁業者と農業者の対立構造を複雑化させている背景には、長崎県

が、一方的に農業者の立場にたち、「開門」に反対していることがある。長崎県は、深刻な漁

業被害に苦しみながら、「開門」による有明海再生を切望する長崎県の漁民の声を全く無視し

ているが、県民の中で意見が対立する問題への対応として、長崎県の姿勢は、公平を欠いた

ものといわざるを得ない。福岡高裁の勧告が「視野に入れている」という利害関係者が、農

業者であり長崎県であることは自明であり、私たちは、長崎県に対しても、今回の勧告を真

摯に受け止めるよう強く求めるものである。

５．「開門」を契機に、有明海の生物多様性の回復と賢明な利用を図れ

諫早湾干拓事業は、大規模公共事業による環境破壊の代名詞とさえ言われている。潮受け

堤防による諫早湾の閉め切りが、有明海奥部の潮流・潮汐を弱め、さらに調整池から大量の

汚濁水が排出されるようになったことで赤潮が頻発し、海底の貧酸素化が深刻化した。これ

が、魚介類の大量死を含む漁船漁業、採貝漁業の壊滅的な不漁とノリ養殖の不作をもたらし、

「有明海異変」と呼ばれる深刻な漁業被害を及ぼした大きな要因であると私たちは考える。

2010 年 12 月の福岡高裁判決（→資料５）は、漁業被害の事実と諫早湾閉め切りとの因果

関係を認めた上で、潮受け堤防による諫早湾の閉め切りという大規模な環境改変の影響をあ

らためて調査するために「開門」を命じたものであるが、「開門」が実施されれば、淡水化さ

れた調整池に汽水の生態系が回復し、調整池の水質改善や、有明海の生物多様性の回復とい

う直接的な効果が期待されている。

もちろん、「開門」にあたっては、農業用水の代替水源の確保、低平地の排水対策の強化な

どが不可欠であるが、これらの問題については、かねて漁業者側からも具体的な対策案が示

されており、また、福岡高裁判決も、それらの点が実現可能であることをふまえて下された

ものであることから、今回の和解協議の場で、率直かつ真摯な話し合いを行うことで、具体

的かつ現実的な「開門」への道筋が切り開かれるものと確信している。

世界に目を向ければ、開発行為などでダメージを受けた重要湿地の再生と「賢明な利用」

は、各国の生物多様性保全政策のメインストリームのテーマである。この和解協議の場が、

農業・漁業・防災の共存を目指す本当の意味での有明海沿岸地域の「再生」の第一歩となる

ことを強く願うものである。

以 上

本件に関する問い合わせ先 有明海漁民・市民ネットワーク 事務局長 菅波 完

E-mail：sugenami@nifty.com Tel：070-5074-5985

資料 １．2015 年 10 月 5 日 福岡高裁第４民事部「和解協議について（勧告）」

２．諫早湾干拓事業の概要

３．諫早湾干拓事業および事業に関わる訴訟の経緯

４．現在進行中の訴訟の関係図

５．「開門」を命じた福岡高裁確定判決の要旨

６．2015 年 9 月 7 日 福岡高裁小長井大浦訴訟判決の要旨

７．2015 年 9 月 7 日 福岡高裁小長井大浦訴訟判決（全文）の「付言」
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諫早湾干拓事業の概要

◆諫早湾干拓の概要

諫早湾の干潟・浅海域、3,550ha を閉め切り、

農地・関連施設と調整池を造成する。

干陸面積 942ha (農地造成 816ha)

調整池面積 2,600ha

総事業 約 2,500 億円（当初計画 1,350 億円）

工事終了 2008 年 3 月

◆環境および漁業への影響

諫早湾の閉め切りが、その外側の有明海の
潮流・調整期を弱め、特に有明海奥部で、
赤潮の頻発、低層の貧酸素化がすすんだ。
さらに水質悪化が著しい調整池からの排水
が、赤潮の拡大や底質の泥化に拍車を掛け、
有明海の漁船漁業、採貝漁業、ノリ養殖等
に深刻な漁業被害を与えている。

参考：農水省のウェブサイト：http://www.maff.go.jp/kyusyu/nn/isahaya/outline/outline.html

◆経過

1986/10 諫早湾干拓事業着手

1989 潮受堤防工事着工

1997/ 4 潮受堤防閉め切り → 諫早湾干拓がが全国問題化

2000/12 大規模なノリの色落ち始まる

2001/ 1 漁業者の大規模な抗議行動

農水大臣が「水門開放」に言及

3 ノリ第三者委員会発足、工事中断

8 農水省の「時のアセス」委員会が「事業見直し」

を答申、農水大臣も事業見直しを表明

10 農水省が見直し案（規模縮小のみ）を表明

12 ノリ第三者委員会が中長期にわたる開門調査を提言

2002/ 4 短期開門調査の実施

2003/ 2 「有明海・八代海総合調査評価委員会」発足

4 漁業者が公害調停を申請

2004/ 5 農水大臣が、中長期開門調査の見送りを正式表明

8 佐賀地裁が「諫干工事差し止め」の仮処分決定

2005/ 5 福岡高裁が「諫干工事差し止め」仮処分決定を覆す

8 「公害等調整委員会」が原因裁定の訴えを棄却

9 最高裁が「諫干工事差し止め」仮処分についての

控訴を棄却

2006/ 7 農水省の「時のアセス」委員会が事業継続を容認

2007/11 完工式

2008/ 4 営農開始

2008/ 6 佐賀地裁で「５年にわたる開門」を命じる画期的な勝訴判決

農水省側は、開門のためのアセスを行うとしながら、福岡高裁に控訴

2009/ 4 農水省が、開門調査に関する「環境アセス方法書素案(骨子)」の説明会を開催

弁護団・漁民市民ネットによる段階的開門の提言
2010/12 福岡高裁が「５年にわたる常時開門」を命じる判決。民主党政権がこれを受け入れ、判決確定

2013/12 開門履行期限
2014/ 6 間接強制制裁金支払い開始
2015/11 間接強制制裁金の支払総額が３億円を超える

資料２



諫早湾干拓関連訴訟の経過

1989 年 11 月 諫早湾干拓事業起工式

1993 年 諌早湾内タイラギ漁の休漁の始まり

1997 年 04 月 潮受堤防閉め切り

2000 年 12 月～2001 年 01 月 ノリ歴史的不作

2001 年 12 月 ノリ第三者委員会 短期・中期・長期にわたる「開門調査」を提言

2002 年 04 月 農水省が短期開門調査を実施

2002 年 11 月 佐賀地裁 「よみがえれ訴訟」提訴・仮処分申立

2002 年 11 月 有明特措法公布・施行

2003 年 04 月 公害等調整委員会 漁業者が漁業被害についての原因裁定申請

2004 年 05 月 亀井農水大臣の声明（中長期開門調査は行わず，再生事業を充実させる）

2004 年 08 月 佐賀地裁 工事中止仮処分決定

2005 年 05 月 福岡高裁 工事中止仮処分逆転敗訴

2005 年 08 月 公害等調整委員会 漁業者の原因裁定申請を棄却

2005 年 09 月 最高裁 工事中止仮処分敗訴

2006 年 08 月 長崎地裁 公金支出差し止め住民訴訟提訴

2007 年 09 月 公金結審と国会活動の本格的再開

2008 年 01 月 長崎地裁 公金支出差し止め訴訟 住民敗訴

2008 年 03 月 干拓事業終了

2008 年 04 月 干拓地営農開始

2008 年 05 月 長崎地裁 小長井・大浦訴訟提訴

2008 年 06 月 佐賀地裁 開門判決

2008 年 07 月 農水大臣声明（開門アセスを実施して開門調査を検討）

2009 年 04 月 弁護団・漁民市民ネットによる段階的開門の提言

2009 年 09 月 民主党政権誕生

2010 年 04 月 長崎地裁 小長井・瑞穂・国見訴訟提訴

2010 年 04 月 政府諫干検討委員会が赤松農水大臣に郡司報告書を提出

2010 年 12 月 福岡高裁 開門判決・公金敗訴判決、国側上告せず確定

2011 年 02 月 開門義務履行に関する意見交換会の開始

2011 年 04 月 開門禁止訴訟提訴・仮処分申立

2011 年 06 月 長崎地裁 小長井・大浦訴訟で開門敗訴，損害賠償勝訴

2012 年 12 月 第 2 次安倍内閣誕生

2013 年 11 月 長崎県の農業者などが開門禁止仮処分申し立て

2013 年 12 月 開門履行期限。開門禁止仮処分に対する保全異議の申し立て

2014 年 04 月 佐賀地裁 開門間接強制決定

2014 年 06 月 長崎地裁 開門禁止間接強制決定

2014 年 12 月 佐賀地裁 請求異議 漁業者勝訴

2015 年 01 月 最高裁 間接強制決定

2015 年 03 月 佐賀地裁 開門制裁金増額決定

2015 年 06 月 福岡高裁 開門制裁金増額執行抗告決定

2015 年 09 月 福岡高裁 小長井・大浦訴訟で漁業者全面敗訴

2015 年 10 月 福岡高裁 開門確定判決請求異議訴訟で和解協議の「勧告」

以 上
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諫早湾干拓事業関連の訴訟関係図 2015.10.15 現在

原告：

諫早湾の常時開門を命じた福岡高裁判決

→国（菅直人政権）が受け入れて確定

（２０１０年１２月）

国の判決不履行（２０１３年１２月）

間接強制（国が判決を履行するまで

原告に違約金を支払うこと）

佐賀地裁認める（２０１４年４月）

福岡高裁認める（２０１４年６月）

最高裁認める（２０１５年１月）

H26.6.12から開門するまで一日４５万円の違約金

違約金の増額を求める申立

佐賀地裁、一日９０万円に増額を認める（2015.3）

福岡高裁、同じく認める（2015.6）

現在、最高裁に抗告

＜諫早湾の常時開放を求める漁業者＞ ＜開門に反対する一部住民＞

開門差し止め訴訟

（長崎地裁：２０１１年４月提訴）

開門派補助参加

１．開門差し止めを認める

仮処分決定

（２０１３年１１月）

２．本訴は 2015.6.16 結審

11.10 判決予定

＜開門を先送りする国＞

仮処分決定を不服として

国が保全異議申請

（長崎地裁）

開門差し止め訴訟と同日(11.10)決定文

交付予定

確定判決の執行停止を求める

１．強制執行停止申立

・・・仮処分的性格

２．請求異議訴訟

・・・本訴的性格

間接強制申立

（開門した場合、国に制裁金を課すこと）

長崎地裁認める（２０１４年６月）

福岡高裁認める（２０１４年７月）

最高裁認める （２０１５年１月）

小長井・大浦訴訟（第１陣）

2011.6 長崎地裁判決

即時開門は棄却したが損害賠償は一部認める。

→ 原告、被告とも福岡高裁に控訴

→ 2015.9.7 福岡高裁で原告敗訴 → 最高裁へ上告

１は福岡高裁が棄却

（２０１４年６月）

２は佐賀地裁棄却

（２０１４年１２月）

2015 年 1月 福岡高裁へ控訴

現在も係争中

（2015.10.26 第 4回期日）

小長井・瑞穂・国見訴訟（第２陣以降～）2010 年 3 月提訴 長崎地裁で係争中
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